
障第９７１号  

令和６年１０月１０日  

関係社会福祉法人代表者 様 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

令和６年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の 

派遣に係る災害救助法に基づく救助に要した費用の請求について（依頼） 

 

 平素は、県の障がい福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 標記につきまして、当該派遣にかかる費用（旅費、宿泊費、人件費（災害救助法の対象となる

場合））について、令和６年４月１５日付け「令和６年能登半島地震の発生に伴う福祉避難所等に

対する福祉関係職員等の派遣に係る災害救助法に基づく救助に要した費用の請求の取り扱いにつ

いて」のとおり、岐阜県が立て替えて各施設へお支払いする予定です。 

 つきましては、費用の確認に必要な書類について下記のとおりご提出いただきますようお願い

いたします。 

記 

１．提出書類 

  別紙様式 派遣に要した費用について 

 

２．留意事項 

  ・派遣職員が所属する法人の代表者名でご提出ください。 

  ・「１交通費支給の起点となる住所」、「２交通手段」、「３有料道路の利用」につきましては、

県の旅費規定に基づき費用を算出しますので、利用した区間について記載してください。

また、有料道路を使用した場合は実費を記載し、領収書を添付してください。 

  ・「４宿泊費用」については、実費を記載し、領収書を添付してください。 

  ・「５燃料費」については、レンタカーのガソリン代を負担した場合について、実費を記載し、 

領収書を添付してください。 

  ・「６人件費」については、算出根拠となる勤務日数について記載してください。また、介護

報酬等により人件費が支払われている場合は支弁の対象外となりますのでご了承ください。 

  ・領収書については、コピーまたはＰＤＦファイルにて提出してください。 

 

３．提出期限 

  令和６年１０月１５日（火）必着 

（ただし、金額確認のための領収書等については１０月３１日（木）必着） 

 

４．その他 

  ・請求書等については、請求額の確定後に別途提出いただく予定です。 

  ・ご報告いただいた費用全てを支弁できるとは限りませんので予めご了承下さい。 
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